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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極及び負極がセパレータを介して電池ケース内に収納されてなるアルカリ電池であっ
て、
　前記正極は、二酸化マンガンからなる正極活物質と黒鉛とを含み、
　前記負極は、負極活物質である亜鉛を含むゲル状負極からなり、
　前記正極中の二酸化マンガンの密度は、２．３１～２．４５ｇ／ｃｍ３の範囲にあり、
　前記負極中の亜鉛の密度は、１．４９～１．６５ｇ／ｃｍ３の範囲にあり、
　前記正極の高さ（ｈ１）と前記負極の高さ（ｈ２）の比（ｈ１／ｈ２）は、０．９６～
１．０６の範囲にある、アルカリ電池。
【請求項２】
　前記正極の高さ（ｈ１）と前記負極の高さ（ｈ２）の比（ｈ１／ｈ２）は、０．９８～
１．０４の範囲にある、請求項１に記載のアルカリ電池。
【請求項３】
　前記電池ケースの内壁面の算術平均粗さ（Ｒａ）は、０．７～２．０μｍの範囲にある
、請求項１または２に記載のアルカリ電池。
【請求項４】
　前記亜鉛は亜鉛粉末からなり、２００メッシュ以下の粒度を有する亜鉛粉末が、１５～
４０ｗｔ％の範囲で含まれている、請求項１または２に記載のアルカリ電池。
【請求項５】
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　前記セパレータの厚みは、３５０～５５０μｍの範囲にある、請求項１または２に記載
のアルカリ電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、正極及び負極の充填密度を低減したアルカリ電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルカリ電池は、単位重量当たりのエネルギー密度が高いことから、近年の携帯用電子
機器の急速な普及に伴い、その電源として広く用いられるようになっている。そして、今
日においては、携帯用ゲーム機等の機器に適した、軽負荷での放電特性に優れたレギュラ
ータイプの電池から、デジタルカメラ等の機器に適した、重負荷での放電特性に優れた高
性能の電池、さらには、大電流から小電流まで幅広いレンジで高い放電性能を有する高品
質・高性能の電池まで、使用機器や用途に合わせて、価格帯の異なる種々のグレードの商
品がラインナップされている。
【０００３】
　特に、アルカリ電池の高性能化に対しては、活物質の充填量や比表面積を増加したり、
活物質を含む合剤への電解液の吸液量を増加するなど、様々な改善がなされている（例え
ば、特許文献１、２等）。
【特許文献１】特開２００３－１６３００３号公報
【特許文献２】特開２０００－１０６１７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　高性能化を図ったグレードの高い電池に対して、コストを抑えたグレードの低い電池を
製造するには、正極及び／又は負極の活物質の量を減らすのが最も効果的である。
【０００５】
　一般に、アルカリ電池は、正極及び負極をセパレータを介して電池ケース内に収納した
構造を有するが、正極及び／又は負極の量を単純に減らすと、正極と負極との対向面積が
減少するため、反応効率も低下してしまう。
【０００６】
　そこで、正極及び／又は負極の量を単純に減らす代わりに、正極及び負極の高さは維持
したまま、正極及び負極の充填密度を低減することによって、反応効率の低下をできるだ
け抑えて、コストダウンを図ることが望ましい。
【０００７】
　そこで、本願発明者は、正極及び負極の充填密度を低減したアルカリ電池を作製して、
その性能の評価を行った。なお、作製したアルカリ電池は、正極には二酸化マンガンに黒
鉛を含んだ材料、負極には亜鉛にゲル化剤を含んだ材料を用いた。
【０００８】
　作製したアルカリ電池について、落下試験による信頼性の評価を行ったところ、内部短
絡に起因すると思われる発熱を生じた電池があった。特に、負極端子側（電池ケースの開
口部がガスケットを介して負極端子板で封口されている）を下にした落下試験において、
発熱を生じた電池の発生する割合が多かった。
【０００９】
　これは、もともと、ゲル状負極は流動性を有するため、電池に衝撃が加わると、ゲル状
負極が負極端子側（ガスケット側）に移動してガスケットに衝突することによって、ゲル
状負極がセパレータとガスケットとの間から正極側に漏れ出て（以下、単に「ゲルこぼれ
」という。）、内部短絡が起きたことによるものと考えられる。特に、負極を低密度化し
た場合、亜鉛粒子間でのネットワークが低下するため、ゲル状負極の粘性が低下している
。そのため、低密度化したゲル状負極は、衝撃に対してより移動しやすくなっていること
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から、内部短絡による発熱を生じた電池の発生する割合が増えたものと考えられる。
【００１０】
　本発明は、かかる点に鑑みなされたもので、その主な目的は、正極及び負極の充填密度
を低減しても、ゲルこぼれによる内部短絡の生じない、信頼性に優れ、かつコストパフォ
ーマンスの高いアルカリ電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明におけるアルカリ電池は、充填密度を低減した正極
及び負極がセパレータを介して電池ケース内に収容されてなるアルカリ電池において、正
極の高さと負極の高さの比を０．９６～１．０６の範囲にした構成を採用する。
【００１２】
　すなわち、本願発明に係わるアルカリ電池は、正極及び負極がセパレータを介して電池
ケース内に収納されてなるアルカリ電池であって、正極は、二酸化マンガンからなる正極
活物質と黒鉛とを含み、負極は、負極活物質である亜鉛を含むゲル状負極からなり、正極
中の二酸化マンガンの密度は、２．３１～２．４５ｇ／ｃｍ３の範囲にあり、負極中の亜
鉛の密度は、１．４９～１．６５ｇ／ｃｍ３の範囲にあり、正極の高さ（ｈ１）と負極の
高さ（ｈ２）の比（ｈ１／ｈ２）は、０．９６～１．０６の範囲にあることを特徴とする
。
【００１３】
　ある好適な実施形態において、上記正極の高さ（ｈ１）と負極の高さ（ｈ２）の比（ｈ

１／ｈ２）は、０．９８～１．０４の範囲にある。
【００１４】
　ある好適な実施形態において、上記電池ケースの内壁面の算術平均粗さ（Ｒａ）は、０
．７～２．０μｍの範囲にある。
【００１５】
　ある好適な実施形態において、上記亜鉛は亜鉛粉末からなり、２００メッシュ以下の粒
度を有する亜鉛粉末が、１５～４０ｗｔ％の範囲で含まれている。
【００１６】
　ある好適な実施形態において、上記セパレータの厚みは、３５０～５５０μｍの範囲に
ある。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、正極及び負極の充填密度を低減しても、ゲルこぼれによる内部短絡の
生じない、信頼性に優れ、かつコストパフォーマンスの高いアルカリ電池を得ることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　一般に、アルカリ電池は、正極及び負極をセパレータを介して電池ケース内に収納した
構造を有しているが、正極と負極との反応効率を高めるために、電池ケースに収納された
正極の高さと負極の高さとを揃えて、対向面積が最大になるように設計している。
【００１９】
　しかしながら、量産工程においては、製造上のバラツキからゲル状負極の高さにもバラ
ツキは生じる。そこで、正極及び負極の充填密度を低減したアルカリ電池の落下試験にお
いて、ゲルこぼれによる内部短絡に起因して発熱を生じた電池の発生する割合が増えたこ
とに鑑みて、本願発明者は、負極高さのバラツキと落下試験における電池の発熱との関係
を調べたところ、以下のような知見を得た。
【００２０】
　表１は、正極の高さ（ｈ１）と負極の高さ（ｈ２）が揃っていない電池について、落下
試験を行ったときの評価結果を示したものである。なお、正極及び負極の高さのバラツキ
は、典型的には２～４％程度と考えられるが、負極高さのバラツキと電池の発熱との関係
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を明確に把握するために、正極の高さ（ｈ１）及び負極の高さ（ｈ２）を予め変えた電池
をそれぞれ作製して評価を行った。
【００２１】
【表１】

【００２２】
　ここで、作製した電池は、単３形アルカリ電池で、正極には二酸化マンガンに黒鉛を含
んだ材料、負極には亜鉛にゲル化剤を含んだ材料を用いた。なお、正極中の二酸化マンガ
ンの密度は、２．３８ｇ／ｃｍ３、負極中の亜鉛の密度は、１．５７ｇ／ｃｍ３に設定し
た。なお、設定したこれらの密度は、高性能化を図った高グレードの電池で設定される二
酸化マンガン密度（典型的には２．５０ｇ／ｃｍ３程度）に対して、約５％程度低密度化
された値に相当し、また、亜鉛密度（典型的には１．７２ｇ／ｃｍ３程度）に対して、約
９％程度低密度化された値に相当する。
【００２３】
　また、落下試験の方法、及び評価方法は、以下の通りである。
【００２４】
　落下試験前に、それぞれ作製した電池の閉路電圧（Ｖ１）を測定（精度１ｍＶ）した後
、１．５ｍの高さから、電池を負極端子側を下にしてＰタイル上に１０回連続して落下さ
せてから、落下試験直後の閉路電圧（Ｖ２）と、１分後の閉路電圧（Ｖ３）とを測定する
とともに、落下試験後の電池表面の最高温度（Ｔ）を測定した。そして、表１に示した電
池１～４について１０個ずつ落下試験を行い、Ｖ２がＶ１に対して２ｍＶ以上低下した電
池をＡ、さらに、Ｖ３がＶ２に対して低下した電池をＢ、さらに、Ｔが４０℃以上に上昇
した電池をＣと評価し、それぞれの評価結果となった電池の数をカウントした。
【００２５】
　なお、評価Ａの電池は、ゲルこぼれが生じた疑いのあるもの、評価Ｂの電池は、ゲルこ
ぼれに起因する進行性のある内部短絡が発生したもの、評価Ｃの電池は、ゲルこぼれに起
因する内部短絡の進行度が高く、発熱に至ったものと想定される。
【００２６】
　表１に示すように、負極の高さが低い電池３では、発熱に至った電池（評価Ｃ）があっ
たのに対し、負極の高さが高い電池１では、発熱に至った電池のみならず、評価Ａ、Ｂの
電池も発生しておらず、明らかに負極の高さの違いによって、電池の発熱発生の有無に差
が生じている。これは、負極の高さが高い電池１と、負極の高さが低い電池３とでは、負
極とガスケットとの距離に差があるため、落下による衝撃で負極が負極端子側（ガスケッ
ト側）に移動した際に、ガスケットに衝突する衝撃の強さに差が生じ、この衝撃強さの差
によって、ゲルこぼれに至った電池と至らなかった電池とが生じたものと考えられる。
【００２７】
　ところで、表１に示すように、負極の高さが低くても発熱に至らなかった電池４がある
一方、負極の高さが高くても発熱に至った電池２があった。これは、ゲルこぼれにより発
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熱に至った原因が、上述したゲル状負極の移動によるものとは考えにくい結果であり、本
願発明者は、ゲル状負極の移動以外に、ゲルこぼれを引き起こす別の要因があると考え、
さらに詳細な検討を加え、以下のような知見を得た。
【００２８】
　図１（ａ）は、低密度化した正極２及び負極３をセパレータ４を介して電池ケース内に
収容した電池の構成を示した図で、正極２及び負極３とガスケット５との間に空間Ａが形
成されている（図１（ｃ）は、そのＸ線写真を示す）。図１（ｂ）は、この電池を負極端
子側を下にして落下させた後の電池の状態を示した図で、負極３のみならず正極２も負極
端子側に移動して、ガスケット５に当接しており、正極端子側には空間Ｂが形成されてい
るのが分かる（図１（ｄ）は、そのＸ線写真を示す）。
【００２９】
　これは、一般に、正極は、電池ケース内に収容された後、電解液を吸収して電池ケース
の径方向に膨張するため、電池ケースに密着しており、電池に衝撃が加わっても移動する
ことはないと考えられていたが、正極を低密度化したことによって、電池ケースとの密着
性が低下したことにより、電池に衝撃が加わった際に正極も同時に移動したものと考えら
れる。
【００３０】
　このような事実から、表１に示した電池４が、負極の高さが低いにも係わらず、電池３
とは異なり、発熱に至らなかった理由は、次のように考えることができる。すなわち、電
池４では、正極の高さも低くなっているため、正極の移動とともに、セパレータも追随し
て移動することによって、セパレータの先端部のガスケットに当接する長さが増大する。
そのため、負極が移動してガスケットに強く衝突しても、当接する長さの増大によりガス
ケットとの密着性が向上したセパレータによって、ゲルこぼれの発生を抑制したものと考
えられる。
【００３１】
　一方、表１に示した電池２が、負極の高さが高いにも係わらず、電池１とは異なり、発
熱に至った理由は、次のように考えることができる。すなわち、電池２では、正極の高さ
が負極の高さよりも低くなっているため、負極が先にガスケットに当接した後、正極が遅
れてガスケットに当接する。そのため、セパレータが移動してきた正極に押圧されること
によって、セパレータとガスケットとの密着性が低下し、その結果、ゲルこぼれが発生し
たものと考えられる。
【００３２】
　以上の知見から、製造上のバラツキによって正極及び負極の高さにバラツキが生じた場
合、ゲルこぼれの要因は異なるものの、正極及び負極の高さのバラツキが所定の範囲を超
えるとゲルこぼれが生じるおそれがあることが分かった。それ故に、低密度化した正極及
び負極を用いた電池において、ゲルこぼれによる内部短絡の発生を防止するためには、製
造上のバラツキに伴う正極及び負極の高さバランス、すなわち、正極の高さと負極の高さ
との比を、所定の範囲内にすることが必要と言える。本発明は、かかる正極の高さと負極
の高さの比の許容範囲について指針を与えるものである。
【００３３】
　以下に、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本発明は以
下の実施形態に限定されない。
【００３４】
　図２は、本発明の実施形態におけるアルカリ電池の構成を示した半断面図である。図２
に示すように、有底円筒状の電池ケース１内に、セパレータ４を介して正極２とゲル状負
極３が収納され、電池ケース１の開口部が、ガスケット５、負極集電子６、及び負極端子
板７を一体化した封口ユニット９によって封口されている。ここで、正極２は、正極活物
質である二酸化マンガンを含み、負極３は、負極活物質である亜鉛（亜鉛合金を含む）を
含むゲル状負極からなる。また、正極２及び負極３は低密度化された電極で構成されてい
る。
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【００３５】
　表２は、正極２中の二酸化マンガン密度を、２．３１～２．４５ｇ／ｃｍ３の範囲で低
密度化し、また、負極３中の亜鉛密度を、１．４９～１．６５ｇ／ｃｍ３の範囲で低密度
化した電極を用い、それぞれ、正極２の高さ（ｈ１）と負極３の高さ（ｈ２）の比（ｈ１

／ｈ２）を０．９４～１．０８の範囲に変えて作製した単３形アルカリ電池について、表
１で示した落下試験と同じ方法で行ったときの評価結果を示したものである。
【００３６】
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【表２】

【００３７】
　表２の結果から、低密度化した正極２及び負極３を用いた電池において、ゲルこぼれに
よる内部短絡の発生を防止するために、製造上のバラツキに伴う正極２及び負極３の高さ
バランス、すなわち、正極２の高さ（ｈ１）と負極３の高さ（ｈ２）との比（ｈ１／ｈ２

）の許容範囲について有用な指針を得ることができる。
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【００３８】
　すなわち、正極２中の二酸化マンガン密度を、２．３１～２．４５ｇ／ｃｍ３の範囲に
、負極３中の亜鉛密度は、１．４９～１．６５ｇ／ｃｍ３の範囲に設定した場合、電池に
落下等の衝撃を加えた場合でも、ゲルこぼれによる内部短絡の発生に伴う電池の発熱を防
止するためには、表２の落下試験における評価Ｃの結果に基づけば、正極の高さ（ｈ１）
と負極の高さ（ｈ２）の比（ｈ１／ｈ２）を、０．９６～１．０６の範囲にすることが好
ましいことが分かる。
【００３９】
　また、ゲルこぼれに起因する進行性のある内部短絡の発生を防止するためには、表２の
落下試験における評価Ｂの結果に基づけば、正極の高さ（ｈ１）と負極の高さ（ｈ２）と
の比（ｈ１／ｈ２）を、０．９８～１．０４の範囲にすることがより好ましいことが分か
る。
【００４０】
　なお、本実施形態において、上記に示した正極の高さ（ｈ１）と負極の高さ（ｈ２）と
の比（ｈ１／ｈ２）の好ましい範囲は、製造上のバラツキを含めたものであるが、もとよ
り、電池の仕様等によって、製造上のバラツキも異なるため、かかる好ましい範囲は、製
造上のバラツキを考慮した設計上の許容範囲として規定することができる。
【００４１】
　ここで、本発明における「二酸化マンガン密度」は、正極２の体積に対して、正極２を
構成する電解二酸化マンガンに含有される二酸化マンガンの重量比をいう。また、「二酸
化マンガン密度」は、例えば、以下の方法により測定することができる。
【００４２】
　すなわち、電池をＸ線透視して正極２の外径、内径、および高さの寸法を計測すること
により正極２の体積を算出する。そして、電池を分解して正極２を全て取り出して充分に
酸溶解させた後、不溶分を濾別して得られる水溶液からＩＣＰ発光分析法（高周波誘導結
合プラズマ発光分光分析法）によりその水溶液中のマンガン（Ｍｎ）の含有量を調べ、そ
の含有量を二酸化マンガン量に換算して正極２に含まれている二酸化マンガンの重量を求
める。このようにして「二酸化マンガン密度」を求めるとよい。
【００４３】
　また、本発明における「亜鉛密度」は、負極３の体積に対して、負極３を構成する亜鉛
の重量比をいう。また「亜鉛密度」は、例えば、以下の方法により測定することができる
。
【００４４】
　すなわち、電池をＸ線透視して負極３の外径及び高さの寸法を計測することにより負極
３の体積を算出する。そして、電池を分解して負極３をすべて取り出して、水を溶媒とし
てデカンテーションにより水溶性物質及びゲル化剤を取り除いた後、十分乾燥することに
より亜鉛を取り出しその重量を求める。このようにして「亜鉛密度」を求めるとよい。
【００４５】
　表３は、低密度化していない正極及び負極（二酸化マンガン密度が２．５０ｇ／ｃｍ３

、亜鉛密度が１．７２ｇ／ｃｍ３）を用いて、正極の高さ（ｈ１）と負極の高さ（ｈ２）
の比（ｈ１／ｈ２）を、０．９０～１．１０の範囲に変えて作製した電池について、表２
と同じ方法で落下試験を行ったときの評価結果を示したものである。表３に示すように、
正極の高さ（ｈ１）と負極の高さ（ｈ２）の比（ｈ１／ｈ２）が、製造上のバラツキの範
囲（典型的には、２～４％程度）を超える値（例えば、ｈ１／ｈ２＝０．９０、または１
．１０）になっても、ゲルこぼれによる内部短絡の発生に伴う電池の発熱は生じていない
。それ故に、低密度化した正極及び負極を用いた電池において、ゲルこぼれによる内部短
絡の発生を防止するためには、正極の高さ（ｈ１）と負極の高さ（ｈ２）の比（ｈ１／ｈ

２）は、製造上管理しなければならない重要なパラメータと言える。
【００４６】
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【表３】

【００４７】
　ところで、上述したように、正極を低密度化したことにより、電池に衝撃が加わったと
きに、正極も移動しやすくなっているが、正極と電池ケースとの密着性を向上させること
によって、正極の移動を抑制する効果が期待できる。
【００４８】
　表４は、電池ケース１の内壁面の算術平均粗さ（Ｒａ）を０．５～３．０μｍの範囲で
変えて作製した電池について、表２と同じ方法で落下試験を行ったときの評価結果を示し
たものである。表４に示すように、電池ケース１の内壁面の算術平均粗さ（Ｒａ）が大き
くなるに従い、ゲルこぼれに起因する内部短絡の発生（評価Ａ、Ｂ）が低減されているの
が分かる。これは、電池ケース１の内壁面の表面粗さが増すことによって、正極と電池ケ
ースとの密着性が向上したためと考えられる。
【００４９】

【表４】

【００５０】
　ただし、算術平均粗さ（Ｒａ）が２．０μｍを超えると、電池ケース１の内壁面の表面
積が増加することによって、ガスが発生しやすくなるため、かえって耐漏液性の低下を招
くおそれがある。従って、表４に示すように、ゲルこぼれに起因する内部短絡の発生を低
減するためには、電池ケース１の内壁面の算術平均粗さ（Ｒａ）を、０．７～２．０μｍ
の範囲に設定することが好ましい。なお、表４に示した電池は、正極２中の二酸化マンガ
ン密度が２．３１ｇ／ｃｍ３、負極３中の亜鉛密度が１．４９ｇ／ｃｍ３の電極を用いた
。
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【００５１】
　また、負極についても、粒度の細かい亜鉛粉末を多く含有させることによって、亜鉛の
ネットワークを高めることができ、これにより、負極の移動を抑制する効果が期待できる
。
【００５２】
　表５は、２００メッシュ以下の粒度を有する亜鉛粉末（以下、「亜鉛微粉末」という。
）の含有率を１０～４０ｗｔ％の範囲で変えて作製した電池について、表２と同じ方法で
落下試験を行ったときの評価結果を示したものである。表５に示すように、亜鉛微粉末の
含有率が大きくなるに従い、ゲルこぼれに起因する内部短絡の発生（評価Ａ、Ｂ）が低減
されているのが分かる。
【００５３】
【表５】

【００５４】
　ただし、亜鉛微粉末の含有率が４０ｗｔ％を超えると、負極の粘度が高くなって生産性
の低下を招くおそれがあるため、ゲルこぼれに起因する内部短絡の発生を効果的に低減す
るためには、表５に示すように、亜鉛微粉末の含有率を、１５～４０ｗｔ％の範囲に設定
することが好ましい。なお、表５に示した電池は、正極２中の二酸化マンガン密度が２．
３１ｇ／ｃｍ３、負極３中の亜鉛密度が１．４９ｇ／ｃｍ３の電極を用いた。
【００５５】
　また、セパレータ４は、その先端部をガスケットに当接させることによって、ゲル状負
極３が正極２に漏れ出ることを防止する機能を有しているが、セパレータ４の厚みを増加
させることによって、その機能をより強化することができ、これにより、正極の移動に伴
うセパレータ４とガスケット５との密着性の低下を抑制する効果が期待できる。
【００５６】
　表６は、セパレータ４の厚みを３１５～６５０μｍの範囲で変えて作製した電池につい
て、表２と同じ方法で落下試験を行ったときの評価結果を示したものである。なお、セパ
レータ４の厚みとは、１枚の厚さが１００～２１０μｍのポリビニルアルコール繊維およ
びレーヨン繊維を主体として混抄した不織布を円筒状に３重に巻回して得られた厚みであ
る。表６に示すように、セパレータ４の厚みが大きくなるに従い、ゲルこぼれに起因する
内部短絡の発生（評価Ａ、Ｂ）が低減されているのが分かる。
【００５７】
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【表６】

【００５８】
　ただし、セパレータ４の厚みが５５０μｍを超えると、正極２及び負極３の容積の低下
を招くため、ゲルこぼれに起因する内部短絡の発生を効果的に低減するためには、表６に
示すように、セパレータ４の厚みを、３５０～５５０μｍの範囲に設定することが好まし
い。なお、表６に示した電池は、正極２中の二酸化マンガン密度が２．３１ｇ／ｃｍ３、
負極３中の亜鉛密度が１．４９ｇ／ｃｍ３の電極を用いた。
【００５９】
　なお、電池ケース１の内壁面の算術平均粗さ（Ｒａ）、２００メッシュ以下の粒度を有
する亜鉛粉末の含有率、及びセパレータ４の厚みを、それぞれ上述した効果を発揮し得る
範囲の値に適宜組み合わせることによって、より効果的にゲルこぼれに起因する内部短絡
の発生を低減することができる。
【００６０】
　以上、本発明を好適な実施形態により説明してきたが、こうした記述は限定事項ではな
く、勿論、種々の改変が可能である。例えば、上記の実施形態では、単３形アルカリ電池
を例に説明したが、他の大きさのアルカリ電池についても、同様の効果を得ることができ
る。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明のアルカリ電池は、優れた生産性と、高いコストパフォーマンスを有し、乾電池
を電源とする広範な電子機器に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】（ａ）は電池の構成を示した図、（ｂ）は電池を落下させた後の状態を示した図
、（ｃ）は（ａ）のＸ線写真、（ｄ）は（ｂ）のＸ線写真である。
【図２】本発明の実施形態におけるアルカリ電池の構成を示した半断面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　　　電池ケース
　２　　　正極
　３　　　ゲル状負極
　４　　　セパレータ
　５　　　ガスケット
　６　　　負極集電子
　７　　　負極端子板
　９　　　封口ユニット
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